
2随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 号 の 規 定 に よ る 。

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

7 月 31 日 まで

随意契約とした理由

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

契 約 期 間 契 約 を 行 っ た 日 ～ 令和 8 年

日 契約の相手方 株式会社アクティー三田

契 約 金 額 3,809,462 円 （うち消費税相当額 282,182 円）

随 意 契 約 の 種 類 随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 令和 8 年 4 月 1

随　意　契　約　結　果　表

担 当 課 名 学校給食課

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達



2随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 号 の 規 定 に よ る 。

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

7 月 31 日 まで

随意契約とした理由

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

契 約 期 間 契 約 を 行 っ た 日 ～ 令和 8 年

日 契約の相手方 株式会社泉平

契 約 金 額 10,982,530 円 （うち消費税相当額 813,520 円）

随 意 契 約 の 種 類 随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 令和 8 年 4 月 1

随　意　契　約　結　果　表

担 当 課 名 学校給食課

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達



2随 意 契 約 と し た
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地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 号 の 規 定 に よ る 。

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

7 月 31 日 まで

随意契約とした理由

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

契 約 期 間 契 約 を 行 っ た 日 ～ 令和 8 年

日 契約の相手方 スバル食品株式会社

契 約 金 額 3,398,511 円 （うち消費税相当額 251,741 円）

随 意 契 約 の 種 類 随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 令和 8 年 4 月 1

随　意　契　約　結　果　表

担 当 課 名 学校給食課

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達



2随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 号 の 規 定 に よ る 。

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

7 月 31 日 まで

随意契約とした理由

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

契 約 期 間 契 約 を 行 っ た 日 ～ 令和 8 年

日 契約の相手方 株式会社中橋商店

契 約 金 額 5,299,970 円 （うち消費税相当額 392,590 円）

随 意 契 約 の 種 類 随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 令和 8 年 4 月 1

随　意　契　約　結　果　表

担 当 課 名 学校給食課

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達
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円）（うち消費税相当額 360,384

契 約 期 間 年 7

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

8

随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

号 の 規 定 に よ る 。

株式会社藤田食品令和 8 年 4契 約 年 月 日 1 日 契約の相手方

契 約 金 額

契 約 を 行 っ た 日 令和～

随　意　契　約　結　果　表

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達

随 意 契 約 の 種 類

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

担 当 課 名 学校給食課

随意契約 単独随意契約



2

随　意　契　約　結　果　表

担 当 課 名 学校給食課

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達

随 意 契 約 の 種 類 随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 令和 8 年 4 月 1 日 契約の相手方 株式会社丸優

契 約 金 額 4,308,552 円 （うち消費税相当額 319,152 円）

随意契約とした理由

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

契 約 期 間 契 約 を 行 っ た 日 ～ 令和 8 年

随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 号 の 規 定 に よ る 。

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

7 月 31 日 まで



2随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 号 の 規 定 に よ る 。

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

7 月 31 日 まで

随意契約とした理由

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

契 約 期 間 契 約 を 行 っ た 日 ～ 令和 8 年

日 契約の相手方
UCCコーヒープロフェッショナル株

式会社

契 約 金 額 4,726,986 円 （うち消費税相当額 350,147 円）

随 意 契 約 の 種 類 随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 令和 8 年 4 月 1

随　意　契　約　結　果　表

担 当 課 名 学校給食課

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達



2随 意 契 約 と し た
法 令 根 拠

地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ７ 条 の ２ 第 １ 項 第 号 の 規 定 に よ る 。

（その性質または目的が競争入札に適しないもの）

7 月 31 日 まで

随意契約とした理由

学校給食の物資選定については、三田市契約事務規則第３７条に基づく入札等参加資
格者に掲げられた業者(食料品[物品]登録）から広く見積徴収を行い、原則最低見積業
者と契約する。但し、価格のみではなく学校給食用物資としてふさわしいかについて、
「三田市学校給食用物資選定要領」に基づき、三田市学校給食運営協議会委員（各学
校からの代表校長、PTAで構成）及び栄養教諭による物資選定委員会において見本品
審査等を経て決定する。

契 約 期 間 契 約 を 行 っ た 日 ～ 令和 8 年

日 契約の相手方 株式会社吉蔓

契 約 金 額 3,664,699 円 （うち消費税相当額 271,459 円）

随 意 契 約 の 種 類 随意契約 単独随意契約

契 約 年 月 日 令和 8 年 4 月 1

随　意　契　約　結　果　表

担 当 課 名 学校給食課

案 件 名 令和８年度１学期分学校給食用物資単価契約

案 件 の 概 要 学校給食副食食材の調達


